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Ⅰ 第三セクター見直しの今後の方向性

「実行計画等」に基づき見直しを進める第三セクター（１０法人）

１ 類型Ａ（３団体）

団 体 名 見 直 し の 方 向 性

(公社)福島県私学振興会 □ 他団体への事務局移管の検討

(財)福島県総合社会福祉基金 □ 他団体への事務局移管の検討

(財)ふくしま科学振興協会 □ 法人の主体的・自立的運営の促進

２ 類型Ｂ（７法人）

団 体 名 見 直 し の 方 向 性

(株)日本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ □ 営業再開に向けた支援や経営の改善に向け

た助言など引き続き関与が必要である。

必要に応 阿武隈急行(株) □ 確実な経営健全化計画の実行を踏まえなが

じて県の ら、地域交通の維持・確保の観点から沿線市町

関与を継 会津鉄道(株) 村等の関係機関と連携し適切な支援を行うなど

続して行 引き続き関与が必要である。

う法人 野岩鉄道(株)

福島空港ビル(株) □ 国際定期路線の運航休止など厳しい経営環

境へ対応するため、県の空港政策の一環として

積極的な関与が必要である。

経営改善 (株)福島県食肉流通センター □ 事業強化５カ年計画の進捗について引き続き

計画等の 助言する必要がある。

進捗につ

いて助言 福島県漁業信用基金協会 □ 経営改善計画の進捗について引き続き助言

する法人 が必要である。
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Ⅱ 第三セクター見直しに関する実行計画

《類型Ａ》

法 人 名 公益社団法人福島県私学振興会 類型 Ａ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

主体的・自立的な法人運営を図るため、他団体への事務局移管を検討するものとし、想定される団体との協

議や情報交換を行いながら、基本的なスケジュールの設定等の調整を進める。

最終的には、新公益法人制度への移行後、できるだけ早期に他団体に事務局を移管する。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 他団体への事務局移管の検討

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 他団体への事務局移管 法人運営を私立学校関係者が主体となって行 ２１年度～

のための協議・準備 うことについて、他団体（私学団体を想定）と

協議、検討を進める。

【検討事項】

・基本的な方向性の調整

・将来的な事務内容と業務量の調整

・移管後の事務処理体制

・基本的な想定スケジュールの作成・合意等

② 他団体への事務局移管 検討結果に基づき、事務局を移管し、他団体 ２５年度～

事務従事を解消するとともに、必要に応じて移

管後のフォローアップを行う。

進 行 管 理 体 制

◇他団体（私学団体を想定）と協議、情報交換を行いながら、私学･法人課が進行管理を行う。
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法 人 名 財団法人福島県総合社会福祉基金 類型 Ａ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標１】

新公益法人制度における「公益財団法人」への早期の移行を図るため、法人運営全般について総合的に検討

する。

また、平成２２年度中に公益財団法人への移行申請を行う。

【目標２】

福祉を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、当該法人の事務を他団体へ移管することの可否を

含めて、平成２１年度以降検討を継続する。

工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 新公益財団法人への移行

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 公益財団法人への移行 ○ 新公益法人制度による公益財団法人に早期 ２１年度

準備 に移行できるよう、組織形態、寄附行為等に 前半

ついて総合的に検討する。

② 公益財団法人への移行 ○ 検討結果に基づき、組織形態、寄附行為等 ２２年度

認定申請 を見直し、理事会で公益財団法人への移行に

ついて承認後、県へ移行認定を申請する。

○ 公益財団法人移行認定 ２５年度～

【目標２についての具体的な工程表】－他団体への事務局移管の検討

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 他団体への事務局移管 ○ 介護報酬の増額改定の一方、障害者自立支 ２１年度～

の検討 援事業者の新体系移行による不安定さや、経

済情勢の長期的低迷等、福祉を取り巻く環境

が大きく変化していることを踏まえ、当該法

人の事務を県以外に移管することの可否を含

めて検討を継続する。

進 行 管 理 体 制

◇ 社会福祉課において進行管理を行う。
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法 人 名 財団法人ふくしま科学振興協会 類型 Ａ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標１】

法人の主体的・自立的経営を促進するため、これまでの検討結果を踏まえ、段階的に県の補助金を縮減す

る。

【目標２】

法人の主体的・自立的経営を促進するため、引き続き県からの現職派遣の縮小について検討し、その検

討結果を踏まえ、平成２２年度以降に着実な実行を図る。

工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 県の補助金の段階的縮減

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

○県の補助金の見直し ○ ふくしま森の科学センターの経営状況等を １８年度～

踏まえ、県補助金の適正化について検討する。

○ 検討結果を踏まえ、引き続き着実な実行を ２０年度～

図る。

【目標２についての具体的な工程表】－法人の主体的・自立的運営の促進

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

○法人の主体的・自立的 ○ 県からの現職派遣の縮小について検討する。 ２１年度～

運営の促進

○ 検討結果を踏まえ、着実な実行を図る。 ２２年度～

進 行 管 理 体 制

◇ ふくしま森の科学体験センター運営検討会（センターの基本的方向や有効活用を検討する場として、

県、須賀川市、ふくしま科学振興協会で構成）と連携しながら、産業創出課で進行管理を行う。
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《類型Ｂ》

法 人 名 株式会社日本フットボールヴィレッジ 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

地元自治体の復旧・復興の工程や原発事故収束の進捗等を踏まえ、関係機関と連携しながら復興計画の具

体化に向けて、実施可能な取組が着実に行われるよう助言等を行う。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 営業再開や経営の改善に向けた取組

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 主要株主等による検討 ○ 平成２４年以降、速やかに開催する。 ２４年度～

会議の開催 検討会議の構成は、福島県のほか、実効

性のある改善策の検討が可能な株主等を選

定する。

（事務局：㈱日本フットボールヴィレッジ）

『検討事項』

・営業再開に向けた復興計画の具体化

・再開後の中長期的な安定経営に向けた収支

改善策

② 改善策の着実な実施 ○ 検討会議で提案された再開に向けた工程や ２４年度～

収支改善策について、実施可能なものから着

実に行われるよう助言していく。

進 行 管 理 体 制

◇ 取締役会において、復興計画の具体化や収支改善策の検討・実施状況の報告を行う。

◇ 県としても、企画調整部エネルギー課において、検討会議の構成員として復興計画の具体化や収支改善策

の提案等を行うとともに、着実な実施が行われるよう助言していく。
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法 人 名 阿 武 隈 急 行 株 式 会 社 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

阿武隈急行株式会社は、県北地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化を

図る上で重要な社会基盤である「阿武隈急行線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点から、

経営健全化計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組みを踏まえ、関係機関等と連携・協

調しながら適切な支援を行う。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 経営健全化計画に基づく経営基盤の強化

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 新長期経営計画の進行 ○ 新長期経営計画（平成１６年度～平成２５ １８～２５

管理 年度）の進行管理を行う。 年度

② 経営健全化計画の着実 ○ 新経営健全化５カ年計画（平成２２年度～ ２２～２６

な推進 平成２６年度）（上記「新長期経営計画」の下 年度

部計画的な位置付け）の着実な推進を図るた

め、宮城県及び沿線自治体等と連携・協力し

て、計画の進捗状況について検証しながら、

指導・助言を行うとともに、今後、経営改善

に向けた計画の策定等に取り組む。

○ 財政支援に当たっては、当該計画への取組

み状況等を踏まえて実施する。

③ 経営体制の検討 ○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切 １８年度～

な県の人的支援を検討していく。

④ 誘客促進による経営基 ○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増 １８年度～

盤の強化 加に向けた取組みを支援していく。

進 行 管 理 体 制

◇ 経営改善に向けた取組みについては、今後とも宮城県、沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、

進行管理を実施していく。

◇ 誘客促進については、阿武隈急行沿線開発推進協議会（沿線市町で構成。福島県・宮城県は顧問）を中心

に展開していく。
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法 人 名 会 津 鉄 道 株 式 会 社 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

会津鉄道株式会社は、会津地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化を図

る上で重要な社会基盤である「会津線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点から、経営健全

化計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組みを踏まえ、関係機関等と連携・協調しなが

ら適切な支援を行う。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 経営健全化計画に基づく経営基盤の強化

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 経営健全化計画の着実 ○ 経営健全化３カ年計画（平成２５年度～平 ２５～２７

な推進 成２７年度）の着実な推進を図るため、沿線 年度

自治体等と連携・協力して、適宜、指導・助

言を行う。

○ 財政支援に当たっては、当該計画への取組

み状況等を踏まえて実施する。

② 経営体制の検討 ○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切 １８年度～

な県の人的支援を検討していく。

③ 誘客促進による経営基 ○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増 １８年度～

盤の強化 加に向けた取組みを支援していく。

進 行 管 理 体 制

◇ 経営改善に向けた取組みについては、今後とも沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、進行管理

を実施していく。

◇ 誘客促進については、福島県会津線等対策協議会（事務局：福島県）や会津・野岩鉄道利用促進協議会（事

務局：会津若松市）を中心に展開していく。
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法 人 名 野 岩 鉄 道 株 式 会 社 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

野岩鉄道株式会社は、会津地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化を図

る上で重要な社会基盤である「会津鬼怒川線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点から、経

営健全化計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組みを踏まえ、関係機関等と連携・協調

しながら適切な支援を行う。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 経営健全化計画に基づく経営基盤の強化

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 経営健全化計画の着実 ○ 経営健全化３カ年計画（平成２５年度～平 ２５～２７

な推進 成２７年度）の着実な推進を図るため、栃木 年度

県及び沿線自治体等と連携・協力して、適宜、

指導・助言を行う。

○ 財政支援に当たっては、当該計画への取組

み状況等を踏まえて実施する。

② 経営体制の検討 ○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切 １８年度～

な県の人的支援を検討していく。

③ 誘客促進による経営基 ○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増 １８年度～

盤の強化 加に向けた取組みを支援していく。

進 行 管 理 体 制

◇ 経営改善に向けた取組みについては、今後とも栃木県、沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、

進行管理を実施していく。

◇ 誘客促進については、福島県会津線等対策協議会（事務局：福島県）や会津・野岩鉄道利用促進協議会（事

務局：会津若松市）を中心に展開していく。
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法 人 名 福島空港ビル株式会社 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標１】

福島空港の利用者数は平成１１年度をピークに減少しているうえ、平成２１年１月末をもって日本航空が撤

退したこと、さらには、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により、今後さらに利用者が減少すること

が懸念されることから、安定的な収益の確保を図るため、更なる利活用の促進に向けた支援等を行う。

【目標２】

ユニバーサルデザイン化や施設の安全確保を図る修繕のため、必要な財源を確保するほか、空港を取り巻く

厳しい環境を踏まえ、経営改善に向けた対応策を検討し、着実に実施する。

工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 空港の利活用促進に向けた取組み

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 空港利活用促進対策の 空港交流課において、取り組むべき具体的な ２４年度～

策定、実施 内容を決定し、事業化する。

② 空港ビル施設の利活用 社内において対策を検討するとともに、県の ２０年度～ 平成 21 年 1 月

対策の検討・実施及び活 駐在職員とも連携を図りながら、空港のにぎわ 19 日から空港

性化に向けた取組み いづくりや活性化にも取り組む。 駐在職員 2 名

配置

【目標２についての具体的な工程表】－ 施設の安全確保及び経営改善に向けた対応策の検討・実施

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

① 計画的な施設修繕・保 既に策定済みの中長期保全計画をもとに修繕 ２０年度～

全等の実施に向けた取組 計画を立て、実践に向けた対応策を検討する。

み

② ユニバーサルデザイン バリアフリー協議会で策定された計画をもと ２０年度～ 構成機関：福

化に向けた取組み に、実践に向けた対応策を検討する。 島空港事務所

ほか

③ 経営改善に向けた取組 日本航空撤退後の対応策を着実に実施すると ２０年度～ 中長期収支計

み ともに、策定した中長期収支計画をもとに、経 画：平成 20 年

営改善に向けた更なる収入の確保や経費節減に 11月 10日策定

努める。

進 行 管 理 体 制

◇目標１

① 空港交流課で進行管理を行う。

② 福島空港ビル㈱で進行管理を行う。

◇目標２

福島空港ビル㈱で進行管理を行う。

◇ 県は、福島空港ビル㈱と連携を図りながら、各取組みや対応策等の進行状況及び結果について逐次確認し、

必要に応じて助言等を行う。
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法 人 名 株式会社福島県食肉流通センター 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

事業強化５カ年計画（平成２１年度～２５年度）に基づき、借入金の圧縮による財務体質の改善はもとよ

り、基幹事業であると畜事業・加工事業・販売事業を強化し、経営の体質強化及び活性化を図るため、引き

続き、関係機関と連携しながら適切な支援を行う。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 経営の体質強化及び活性化

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

○ 借入金の圧縮及び基幹 ○ 借入金の平成２７年度末完済に向けて、事 ２１～２５

事業強化のための指導、 業強化５カ年計画に基づき、計画的に圧縮す 年度

助言の実施 る。

○ 稼働率及び作業効率の向上と利用者団体の

協力を得ながら、と畜・加工処理頭数を確保

する。

○ 県は、上記取組みに対し、指導・助言を実

施する。

進 行 管 理 体 制

◇ 経営の健全化と運営強化を検討する事業検討委員会において、事業強化５カ年計画の達成に向けた指導、

助言を実施しながら進行管理を実施していく。

≪事業検討委員会≫

○構成：県、全農県本部、食肉流通センターその他社長が指名する団体

○開催：原則として四半期毎
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法 人 名 福島県漁業信用基金協会 類型 Ｂ

基本的方向を踏まえた見直し目標

【目標】

平成１９年度に見直しを行った経営改善計画（平成１９年度～２８年度）の着実な実行により、協会の経営

の改善と保証基盤の強化を図る。

工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 経営改善及び保証基盤強化

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考

○ 経営改善及び安定のた ○ 経営の改善と安定を図るためには、引き続 ２０～２８

めに必要な助言等の実施 き経営改善計画に基づく取組みを着実に進め 年度

る必要がある。

具体的には以下の事項について、進捗状況

の確認を行うとともに、国の指導等と連携を

図りながら、必要な助言等を行う。

【事 項】

・保証基盤の強化のための取組み

出資金増額、基金等運用効率化

・経営の改善、安定のための取組み

事業管理費等削減による経常収支改善

保証利用の促進、引受に伴う代位弁済事

故防止

・沿海市町、系統団体への支援要請

無利子貸付金等による支援

進 行 管 理 体 制

◇ 国の取組みとの連携を図りながら、水産課において進行管理を行う。


